
【向精神薬処方数制限】睡眠薬：2剤、抗不安薬：2剤、抗うつ剤：３剤、抗精神病薬：３剤 
   ★超過するとH26.10から処方箋料、処方料、薬剤料が大幅に査定されます。 

＊これらの薬剤服用中は「自動車の運転等は行わない」こととなっています。（場合によっては危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。） 


